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計工発 25 第 259 号 

2025 年 11 月 7 日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人日本計量機器工業連合会 

 

労務講演会「仕事と介護の両立支援セミナー」開催のご案内 

 

改正された育児・介護休業法が 2025 年 4 月 1 日より段階的に施行されております。

それに伴い、労務委員会では、仕事と介護の両立をテーマに講演会を開催することとい

たしました。 

本講演会では、育児・介護休業法の改正に伴う努力義務や周知から、介護に関する厚生

労働省の書式や制度、相談者に対して人事・労務担当者がお渡しできる書類等、担当者が

知っておくべき知識までご講演いただきます。介護は直面するまで他人事であることか

ら介護者の苦労が分かりづらく、そもそも介護において何が大変なのかについてもお話

いただきます。 

つきましては、会員各位におかれましては、経営層をはじめ、人事・労務担当者だけで

なく介護当事者やこれから介護に直面する可能性のある方まで、幅広くご参加いただけ

ますようご案内申しあげます。 

記 

 

日  時  ２０２５年１２月１５日（月）１４時３０分～１６時 

 

場  所  アルカディア市ヶ谷 7 階「鳥海」 

      東京都千代田区九段北 4-2-25 

      会場案内図：https://www.arcadia-jp.org/access/ 

※オンライン（Microsoft Teams）でのご参加も可能です。 

 

テ ー マ 「企業として具体的に取組む仕事と介護の両立環境 

～育児・介護休業法改正による義務化対策～」 

 

  講  師  一般社団法人日本顧問介護士協会 

専務理事  西山 猛司 氏 

 

 

  

https://www.arcadia-jp.org/access/
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講師紹介   

30 を超える介護保険サービス事業所を運営し、事業所立ち上げから行政実地指導

立ち合い、職員面接から育成など運営に関わるすべてを現場責任者として行われて

おります。数年前より一般社団法人日本顧問介護士協会 専務理事となり、これまで

培ってきた経験を活かし、介護ビジネスコンサルタント、人財育成研修を行われてい

ます。また「介護のことで困る人、困る量を減らしたい」想いから、企業向けに「仕

事介護の両立支援」の「顧問介護士」サービス（福利厚生）を提供し、親や大切な人

が介護状態になっても、困らずに、働き続けられるために活動されています。介護現

場と介護業界のリアルを、本気で情熱的にお伝えし、参加者の心を動かす講演が人気

となっています。 

 

参加対象  人事・労務担当者、経営者、介護当事者等 

 

参 加 費  お一人 6,000 円（税別） 

※お申込みいただいた後、請求書をお送りします。 

 

申込期日  ２０２５年１２月９日（火） 

 

お申込み  以下リンクもしくは別添申込書からお申し込みください。 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/xXqk6mXc3t 

 

問い合わせ先 

   （一社）日本計量機器工業連合会 総務部 田口、狭間 

     〒162-0837 東京都新宿区納戸町 25-1 

     TEL：03-3268-2121     FAX：03-3268-2167 

          E-mail：hazama@keikoren.or.jp  

 

 
本会合は、計工連「競争コンプライアンス規程」に基づき運営されます。 

https://www.keikoren.or.jp/wp/wp-content/themes/keikoren/img/about01/compliancefig.pdf 

https://forms.office.com/r/xXqk6mXc3t
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